
小規模事業者ＩＴ経営導入経費支援事業費補助金の流れ 
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※ 導入費用の支払い後速やかに提出すること。 
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※先着順に審査のうえ補助金額を決定。 

                              

 

 

 

          

           ※導入費用の 1/2 とし補助金決定額を限度。

 

 

補助金の交付 

補助率及び補助金の額

 補助率は、補助対象経

費（導入費用）の 2 分の 1

以内とする。 

補助金の額は、下限 5

万円、上限20万円の範囲

で、理事長が必要かつ適

当と認める額（予算の範囲

内）。 

補助金の申請・決定 ＩＴ経営システム導入 補助金の請求・支払 

目的 

ITを活用した経営

力強化を目的とし、

IT 投資を行おうとす

る小規模事業者を積

極的に支援するた

め、IT経営導入事業

について補助金を

交付するもの。 

補助対象経費 

販売管理等の業務系システムの構築又は業務系アプリケーシ

ョン（基本ソフト、office 系ソフトは不可）の導入及びデータベース

構築（データ入力のみは不可）を行うため、岐阜県内に本社又は

事業所があるＩＴベンダーに支払う費用。 

ただし、システムの保守費用、既存システムの修繕に係る費

用、ハードウェア購入・借入費用、サービス利用料金、運送費、

消耗品費等は除く。 

補助対象者 

以下（1）から（4）のすべてに該当すること。

（1）県内に事業所を有すること 

（2）小規模事業者（商業・サービス業で従業

員 5 人以下、製造業その他で従業員 20

人以下である事業者） 

（3）他の補助金を受けていないこと 

（4）県税が完納であること 

補助期間及び補助回数 

対象年度は平成２１年

度。 

補助回数は、年度内に

おいて 1企業 1回とする。 

 

実績報告と補助金の確定 

補助対象事業

IT 経営（IT

を活用して経

営改革に取り

組むこと）導入

に必要な IT 投

資事業。 

《添付書類》 

・導入費用の内訳が分かるもの（請求書の写し） 

・導入費用の支払を証明する書類（領収書の写し）

・納品検査写真 

※ 交付要綱第 13 条第 1項に該当する行為があった場合は、補助金交付決定 または、確定を取り消します。 

《添付書類》 

・導入費用の内訳が分かるもの（見積書等の写し等） 

・従業員数が分かるもの（労働保険申告書等の写し等） 

・県税完納証明ができるもの（納税証明書等の写し等） 

・他に補助金を受けていない旨が記載されたもの（誓約書等）

・最近 3 ヶ月以内の登記簿謄本の写し（法人） 
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